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４
月
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
お
礼
品
の
運
用
を
変
更

　

４
月
１
日
㈰
以
降
の
、
本
市
へ
の
市
内
在
住
の
人
か
ら
の
ふ
る
さ
と
納

税
寄
附
に
対
し
て
は
、
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、
お
礼
品
の
送
付
を
廃
止
し
ま

す
。
３
月
31
日
㈯
ま
で
に
寄
附
が
納
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
お
礼
品
の
選
択
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

︵
総
合
企
画
課
︶

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

　
﹁
知
っ
て
い
ま
す
か
？
相
談
窓
口
～
在
宅
医
療
の
は
じ
め
の
一
歩
は
相
談
す
る

こ
と
～
﹂
を
テ
ー
マ
に
在
宅
医
療
に
携
わ
る
医
療
・
介
護
関
係
者
に
よ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。
参
加
無
料
。
当
日
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
時　
２
月
10
日
㈯
午
後
1
時
30
分
～
４
時　
▼
場
所　
市
民
会
館
小

ホ
ー
ル　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
︵
長
寿
支
援
課
︶

認
知
症
市
民
公
開
講
座「
認
知
症
の
予
防
に
つ
い
て
」　

　
﹁
認
知
症
っ
て
ど
ん
な
病
気
な
の
﹂﹁
ど
う
や
っ
て
予
防
す
る
の
﹂﹁
認
知
症

っ
て
実
は
病
名
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
に
認
知
症
専
門
医
が
わ
か

り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。
参
加
無
料
。
先
着
１
０
０
人
。

　
▼
日
時　
２
月
24
日
㈯
午
後
１
時
～
２
時　
▼
場
所　
総
合
生
涯
学
習
プ
ラ

ザ　
▼
問
い
合
わ
せ　
八
千
代
病
院
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
︵
４
８
８
︶２

０
７
１　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
︶

２
月
18
日
㈰
に
福
祉
の
し
ご
と
ミ
ニ
就
職
フ
ェ
ア

　
千
葉
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど
へ
の
就
職
を
希
望

す
る
人
を
対
象
に
﹁
福
祉
の
し
ご
と
ミ
ニ
就
職
フ
ェ
ア
﹂
を
開
催
し
ま
す
。
参

加
無
料
。
履
歴
書
不
要
。
当
日
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
時　
２
月
18
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
１
時
︵
受
け
付
け
は
午
前
９
時

30
分
か
ら
︶　
▼
場
所　
ホ
テ
ル
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ
ち
ば　
▼
問
い
合
わ
せ　
同

セ
ン
タ
ー

０
４
３︵
２
２
２
︶１
２
９
４　
　
　
　
　
　
　
　
︵
健
康
福
祉
課
︶

「
う
っ
か
り
納
付
忘
れ
」
を
し
な
い
た
め
に　
　
　
　
　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
口
座
振
替
を

　
税
の
納
付
は
、﹁
う
っ
か
り
納
付
忘
れ
﹂
を
防
止
し
、
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
も
省
け
る
便
利
で
安
全
・
確
実
な
口
座
振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
口
座
振
替
を
30
年
度
１
期
か
ら
、
ま
た
は
全

納
を
希
望
す
る
人
は
、
口
座
振
替
依
頼
書
に
よ
る
場
合
は
２
月
28
日
㈬
ま
で
、

W
e
b
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
や
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る

場
合
は
３
月
30
日
㈮
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
︵
納
税
課
︶

清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
測
定
結
果
は
基
準
値
以
下

　
清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
測
定
結
果
は
次
の
と
お
り
で
、

い
ず
れ
も
国
の
基
準
値
を
下
回
り
ま
し
た
。

測
定
日

測
定
結
果

基
準
値

１
号
炉
排
ガ
ス

９
月
14
日

０・０
７
８
ｎｇ

５
ｎｇ

２
号
炉
排
ガ
ス

８
月
９
日

０・１
２
ｎｇ

５
ｎｇ

３
号
炉
排
ガ
ス

11
月
２
日

０・０
０
０
７
５
ｎｇ

０・１
ｎｇ

※
１
ｎｇ
︵
ナ
ノ
グ
ラ
ム
︶
は
10
億
分
の
１ｇ　
　
　
　

  

問
い
合
わ
せ
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
︵
４
８
３
︶４
５
２
１
へ

　市民税・県民税の申告は市役所で２月１日㈭～３月15日㈭、所得税の確定申
告は千葉西税務署で２月13日㈫～３月15日㈭に行われます。
　申告には、マイナンバー確認書類と身元確認書類が必要です。受付開始日から
１週間程度や、締め切り間際は大変混み合いますのでご注意ください。

市民税・県民税の申告は市役所・市民税課
市民税・県民税の申告が必要な人

受け付けは２月１日㈭～３月15日㈭

申告の内容によっては必要なもの

会場ではマスクの着用などにご協力を

483-1151(代表)内線3371～3373
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5

　下記に該当する場合は、市民税・県民税の申告をしてください。所得税
の確定申告をした人は、市民税・県民税の申告は不要です。
■30年１月１日現在、市内に住んでいる人で、次のいずれかに該当する人
①29年中に給与所得があり、次に該当する人
・勤務先から市へ給与支払報告書（源泉徴収票と同じ内容のもの）が提出さ
　れていない人　※勤務先に確認を。
・年末調整済みの給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
・配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などで源泉徴収票
　に記載のない所得控除の適用を受ける人
②29年中の収入が公的年金等のみで配偶者控除、扶養控除、生命保険料

控除、医療費控除などで源泉徴収票に記載のない所得控除の適用を受
ける人

③29年中に収入がない、または遺族年金などの非課税所得のみの人
　国民健康保険料などの算定や所得証明書の交付などに必要です。
■市内に住んでいない人で、30年１月１日現在、市内に事業所・事務所または
　家屋敷を有する人

　筆記用具、印鑑（認印可）、電卓のほか、マイナンバーの番号確認と身元確
認に必要な①～③をお持ちください。

　土曜・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時、市役所第２別館（相
談・提出）。各支所・連絡所では提出のみ受け付けています。

必要なもの　

・源泉徴収票などの収入や経費がわかる書類
・社会保険料（国民年金保険料、介護保険料、健康保険料など）の支払証
　明書や領収書など。国民年金保険料は控除証明書や領収書が必要です。
・医療費控除の明細書など。詳しくは下記の「医療費控除には明細書の添付

が必要です」をご覧ください。
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・障害者手帳、療育手帳など

　例年、申告の時期は、風邪やインフルエンザが流行
します。感染予防のため会場でのマスクの着用や、筆
記用具はお持ちになるなどのご協力をお願いします。

①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
③身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

①または②と③

①または②と③の写し

⑴本人確認書類　①または②の写し
⑵代理人の確認書類　③代理人のもの
※法定代理人は、その資格を証明する書類。任意代理人は委任状など。

⒜本人が申告する場合

⒝支所・連絡所に提出する場合や
　記入済みの申告書を家族などが提出する場合

⒞代理人が申告する場合

⒟郵送する場合
　①または②と③の写しを〒276-8501　八千代市役所市民税課へ

市民税・県民税の納付は口座振替で
　市民税・県民税を納付書で納めている人は、口座振替が便利です。手続
きなど詳しくは、納税課 483-1151（代表）へお問い合わせください。

市民税・県民税の申告と所得税の確定申告市民税・県民税の申告と所得税の確定申告

　所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をしない人が対象。
申告をする場合は特例が無効となるため、改めて寄附金控除の申
請が必要です。

医療費控除には明細書の添付が必要です
　今年から、医療費の明細書の添付が必要になりました。医療保険者が発行す
る医療費通知を添付し、明細書に医療費の支払金額を記入すれば、支払先の名
称などの記入が省略できます。領収書の添付や提示は不要ですが、内容を確認す
るために領収書の提出をお願いすることがあるので５年間は保管してください。
　31年中の医療費の支払分まではこれまでどおり領収書の添付や提示でも申告
できます。医療費控除を受ける人は、事前に医療費の計算をしてください。
　また、対象の市販薬を購入した場合に、医療費控除が受けられるセルフメディ
ケーション税制が始まります。適用を受けるには、健康の保持増進や疾病の
予防として一定の取り組みを行ったことがわかる書類（人間ドックやインフルエン
ザの予防接種の領収書）と、セルフメディケーション税制の明細書が必要です。

　所得税の確定申告と市民税・県民税の申告で異なる課税方式を
選択する場合は、確定申告の写しを添付し、異なる課税方式を選択
することを記載した市民税・県民税申告書を提出する必要がありま
す。また、異なる課税方式を選択することで国民健康保険料などに
影響が出る場合があります。

上場株式等に係る配当所得等について

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する人は


